
－
１

’ 銀
誕
・
移
作
《
飼
行
一

妃
〉

■
粕
づ

内
閣
人
第
九
０
号

麻
生
国
務
大
臣
圃

茂
木
国
務
大
臣
趣
一
赤
羽
国
務
大
ゞ

萩
生
口
国
務
大
臣
墨
一
小
泉
国
務
大
＆

上 武
田
国
務
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

川

１
１ 国

務
大
臣

鍔 起案

令
和
言
一

年
七
昌
一
九

霞

内
閣
官
房
長
官

総
務
官
霞

亙

内
閣
官
房
副
長
官

日

裁 上|決
可奏|定

I I

令
和
令
和

〈
ア
和山

岸加 棚
橋
国
務
大

井
上
国
務
大

河
野
国
務
大

障
一

I

藤
国
務
大

年|年'年1 モ

月|月呈
国
務
大

万
日｜日｜日

〈

堺 岡

坂
本
国
務
大

丸 平
沢
国
務
大

平
井
国
務
大

西
村
国
務
大

令令
和和川

国
務
犬

年｜年

正
晶

臣 臣 臣 月 月

｜

I

’
徹

日 日

ーﾛ

１
１内 閣 １

１

田

村
国
務
大
臣
Ｍ
塞
侭
存



I

１
１
１
１

１
１
４
１

１
１
１

ｌ

ｌ

’

| 内 閣’

５

■

■

Ⅱ

■

。

Ⅱ

『

０

Ｗ

叩

β

ｂ

■

■

二

■

ｇ

も

■

（
以
上
九
月
二
日
以
降
発
令
予
定
）

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

判
事
秋
吉
仁
美

最
高
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る



~I〒可 裁 判 所

現
住
所

出
生
地

本
籍

年昭
和
五
四

〃 〃〃 〃〃

五
七
五
七

五
五 ロ

万

一

月
○四 四 四

一
一
一

一
一
一

日
八

事

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

弁
護
士
名
簿
登
録
（
第
二
東
京
弁
護
士
会
）

公
益
財
団
法
人
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
（
所
得
税

）
（
～
平
成
二
十
七
年
）

出
生
の

年
月
日

氏
名

旧
氏
名

項

岡蒙昭
和
三
十
一
年
二
月
二
日

最
高
裁
判
所

庁
名

司
法
試
験
管
理
委
員
会

〃

ま
さ
あ
き

正
晶

｜ ’



刃
〃
八
一

’ 裁 判 所
－

年

号
一

月

日

－

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験
委
員
（
～
平
成
二
十
三

事

項

庁
岡

正

名
日
牢



r§〒1 ｜裁一判二所 ’裁 判 所

両
｝
二

一
■
■
■
■
■
・

叩
〃

一

｛
ハ

一
一

年
号

■

■

星

■

０

６

●

い

▲

●

町

も

ｊ

ｏ

ｂ

巳

Ｆ

１

，

ｂ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

ノ

｜月
一｜ｰ竺争凸・や▲二｡一一■

｜
’

日

－ 面壱五でシー

一
年
。
平
成
十
九
年
～
平
成
二
十
三
年
委
員
長
）

株
式
会
社
ニ
フ
コ
社
外
監
査
役
（
～
平
成
二
十
三
年
）

東
京
大
学
法
科
大
学
院
講
師
（
～
平
成
二
十
四
年
）

成
二
十
六
年
。
平
成
二
十
二
年
～
平
成
二
十
五
年
委
員
長
〉

日
本
弁
護
士
連
合
会
倒
産
法
制
等
検
討
委
員
会
委
員
（
～
平

事

項

’一一

-T-
｜庁庁 －

岡

正
晶｜“

名



｢~ZT､ ’ 裁 、判 所

一
平
成
二
○
一

平
成
二
○

年
号
一
月
一
日

一

一一～

第
一
東
京
弁
護
士
会
副
会
長
（
平
成
二
十
年
度
）

事

１
ｊ
１
ｌ
ｊ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
Ｉ
４
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｑ
４
ｑ
■
ｑ
ｑ
ｄ
『
１
“
ｑ
■
■
■
■
■
■
『
胃

｜

’

項

門

山

川

１

０

４

Ｊ

Ⅲ

‐

岡

川

１

１

ｍ

山

川

１

１

ｈ

脚

Ｌ

ｌ

ｋ

レ

ト

ー

ト

ー

ｑ

Ｉ

ｌ

ｌ

ト

ー

１

１

ｌ

い

い

１

１

１

ト

ー

一凸一一

庁 －

岡

■
】

ｒ

‐

ｈ

ｌ

正

名
同
日日



辰子可 I 裁 判 所
－

~－－－后一

「
一一

〃 年

号
一

月

|『－T一
－ －

日

両 マ マ÷ロヨ 中一一

一

法
務
省
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
委
員
（
～
平
一

成
二
十
七
年
）

事

｜
岡
正
晶
一

一
庁
名
一

項
委
員
（
～
平
一
一
■
■
■
■
■
■
■
・

■
■
４
４
’

項

庁|：

岡

１ 正

名
臼
弱



寺子1－ ’ 裁 判 所

一
一

や
ご
■
中

’

■
■
園
由

！
Ｉ

平
成
年ﾉノ〃〃〃 〃〃〃

一
一
一
一
一

二

四

一

一

七 号

一
一
●

月

日

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
経
営
管
理
委
員
（
～
平
成
二
十

九
年
）

年
ー

公
益
財
団
法
人
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
評
議
員
（
～
現
在

平
成

在 日
本
不
動
産
鑑
定
士
協
会
鑑
定
評
価
監
視
委
員
会
委
員
（
～

日
本
不
動
産
鑑
定
士
協
会
鑑
定
評
価
監
視
委
員
会
委
員
（
～

事
業
再
生
研
究
機
構
代
表
理
事
（
～
平
成
二
十
九
年
）

日
本
弁
護
士
政
怡
連
盟
常
務
理
事
（
～
平
成
二
十
七
年
）

日
本
弁
護
士
連
合
会
副
会
長
（
平
成
二
十
七
年
度
）

一
般
財
団
法
人
日
本
法
律
家
協
会
評
議
員
（
～
平
成
二
十
九

一
般
財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
評
議
員
（
～
現

、一ー

一
一

十
九
年

事

…

。

■
●

。

一
一

、

項

強

庁
岡

正

名
日
印



I。

裁 判 所

〃 ｜ 〃
〃 年

号

月

－

日

一一一

第
一
東
京
弁
護
士
会
会
長
（
平
成
二
十
七
年
度
〉

株
式
会
社
三
井
住
友
銀
行
社
外
監
査
役
（
～
令
和
元
年
）

日
本
弁
護
士
政
治
連
盟
副
理
事
長
（
～
現
在
）

日
本
公
認
会
計
士
協
会
品
質
管
理
審
議
会
委
員
（
～
令
和
元

関
東
弁
護
士
会
連
合
会
常
務
理
事
（
平
成
二
十
七
年
度
）

壼
争

項

一

’ 庁 －

岡

’
I 正‐

甲

■

■

■

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

日

日

Ⅱ

Ⅱ

ｊ

８

１

１

ｄ

■

①

名

｜ ’
日
申

－－



万~1 裁 判 所

令
和

年〃 t 〃
0

陣

一

＝

写
字
｛ 】

】
“

一
一
一

○元 号

田
口
】

ｌ

軍
国

月

一
一
｛

室
戸
虹

。
】
坐

－

日

－

年住
友
生
命
保
険
相
互
会
社
社
外
取
締
役
（
～
現
在
）

株
式
会
社
三
井
住
友
銀
行
社
外
取
締
役
（
～
現
在
）

一
般
財
団
法
人
日
本
法
律
家
協
会
監
事
（
～
現
在
）

ー

事

b

『 ー
】

項

｜’

庁

岡

正
●

名
日
日日■



1丁 裁 判 所

出
生
地

現
住
所

本
籍

年平
成

昭
和
五
六

〃 I 〃 〃 〃 〃 〃〃 〃 〃 〃

｛
ハ
ー
ー

一
ハ 五

九
五
七

一

号○’八 七 ○四 元

ー－ 今

月
四’四四 四 三四

一
一
一 四
一
一
一 四 四 三 ○

一
一
一
一

日
四
一

大
津
地
方
検
察
庁
検
事口

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
付

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
検
事

ロ
東
京
地
方
検
察
庁
検
事

旭
川
地
方
検
察
庁
次
席
検
事

事

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

出
生
の

年
月
日

旧
氏
名

氏
名

＃

項
さ

堺か
い

昭
和
三
十
三
年
七
月
十
七
日

最
高
裁
判
所

庁
名

司
法
試
験
管
理
委
員
会

〃

と
お
る徹



裁 判 所

〃

一
一
一

令
和
二

〃

三

○

〃

一

九

″
二
八

″
一
一
一
ハ

″
二
五

〃

一

四

〃 〃

一

一

二

〃

二

○

〃

一

八

〃 〃

一

七

平
成
一
二

年
号

七 七 七 九 九 七 七 七 七
一 九 四 四

一 四
月

一
｛
ハ

日

辞
職
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長

次
長
検
事

仙
台
高
等
検
察
庁
検
事
長

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
正

東
京
高
等
検
察
庁
次
席
検
事

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事

福
島
地
方
検
察
庁
検
事
正

東
京
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長

東
京
地
方
検
察
庁
公
安
部
長

東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
長

東
京
高
等
検
察
庁
検
事

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事

東
京
地
方
検
察
庁
検
事

事

項

庁
名

2丁

堺
徹



最高裁人任第1175号

令和3年7月28日

内閣総理大臣菅 義偉殿

最高裁判所長官大谷直人

（公印省略）

高等裁判所長官に任命されるべき者を次のとおり指名する。U

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

あき

(東京高等裁判所判事） 判事 秋
処
士
ロ

ひと み

仁美

(発令希望日令和3年9月2日以降）
■



高等裁判所長官任命資格調 (令和3年9月2日以降）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

高松高長官 東京高判事

1

●

秋吉仁美

4

63 判事補在職通算
10年以上の者

裁判所法第42
条第1項第1号

、 0

タ

0



〃 〃

五
八

四一

〃

四

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

判
事
補
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
るＩ

札
幌
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

兼
ね
て
札
幌
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

札
幌
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

上
智
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

口
司
法
修
習
生
を
命
ず
る

あ
き
よ
し

ひ
と
み美

昭
和
三
十
三
年
一
月
日

内
閣

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

内
閣

最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

最
高
裁
判
所

〃 〃



裁 判 所

〃

七

〃 〃 〃

五

〃

四

平
成
三

〃 昭
和
六
三

●

５

年

号

四

〃 〃

四 四
一
一
一

〃

四
月

一

〃 一
一
一

一
一
一

一
一
一
一

一
一
一

一 ,日

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
熊
本
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

熊
本
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

補
に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
兼
官
た
る
判
事

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

熊
本
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
熊
本
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

熊
本
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

事

項

〃 最
高
裁
判
所

〃

内
閣

〃 〃 最
高
裁
判
所

庁
名

2丁

秋
吉
仁
美



3丁

〃 〃

一

五

〃

一

四

〃

一
一
一
一

〃

一

二

〃

一
一

″
一
○

句
０

平
成
八

年
号

〃

四
一
一

一 一 一 四 四 月

一
一
一

一
一
二

五
一
ハ 四 四 一

一
一 日

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

任
期
は
平
成
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

命
す
る

／

平
成
十
三
年
度
司
法
試
験
（
第
一
一
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任

任
期
は
平
成
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

勺

命
す
る

平
成
十
二
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任

任
期
は
平
成
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

命
す
る

Ｐ

平
成
十
一
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任

司
法
修
習
所
教
官
に
充
て
る

裁
判
所
判
事
に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
兼
官
た
る
簡
易

事

項

内

閣

最
高
裁
判
所

〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

庁
名

裁 判 所

秋
吉
仁
美



裁 判 所

〃 〃 〃

一

五

″
二
四

〃 ″

一
一
一
一
一

″
一
一
一
一

″

一
一
一

〃

一

一

○

〃

一

九

〃

一

八

″
一
七

〃

一

曇
一
ハ

平
成
一
五

年

号

｡〃

四
一 一 四

▲ 一 一 一 ▲ 凸 一 四 四
月

一
一
一

一
一
一 一 一 一 一 一 一 一

一 一 一

一
一
一
●

日

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

横
浜
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

内
閣

〃 〃 〃

寺

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

庁

名

4丁

秋
吉
仁
美



I

裁 判 所

平
成
二
五

〃 〃 〃 〃 年〃 〃

一

一

八

一
一
一
ハ 号

月九七 八 四
｛
ハ 四

一

一
一
一
一

二

五

二

四

二

四

一
一
ハ

一
一
一

日一

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る口

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

さ
い
た
ま
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

さ
い
た
ま
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

事

横
浜
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る
・

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

項

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

法
務
省

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃

庁
秋

圭
画

仁
美

名



裁 判 所

〃

一
一
一

令
和
二

〃

三
一

平
成
三
○

年
号

一 一 一
一
月

一 一 ー

二

九
日

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事
項

〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

庁
名

6丁

秋
吉
仁
美


